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『上水道』と『簡易水道』の違いは？

【上水道】
　・水道水を給水する人数が5, 001人以上。
　・国からの補助金等の制度は少なく、単独の
　　予算で経営を行う。

【簡易水道】
　・水道水を給水する人数が101人以上5, 000
　　人以下。
　・国からの補助金等の制度が豊富で、補助金
　　を活用した経営を行うことが可能。

　鹿部町の水道水は、鹿部川の表流水を浄水場
に設けている施設で浄水処理をし、給水されて
いますが、施設や設備については、上水道から
変更はありません。
　町では今後、人口減少に伴う料金収入の減少
や、既存施設の更新にかかる費用の増加により、
水道事業会計の経営状況が厳しくなることが予
想されることから、『簡易水道』に移行するこ
とで、国からの補助金等により財源を確保し、
将来に備えます。

水道料金は、現行の料金から変わりません。

『簡易水道』になることで何か変わるの？

水道料金は変わるの？

※申し込み・お問い合わせ先　役場企画振興課（℡：７－５２９７）

　しかバス車内において広告を掲出することができます。
　内容は、額面広告（窓より上部）及び車内モニター投影の２種類になります。※音声は流れません。
　広告掲出にご興味がありましたら、ぜひご連絡ください。企業や商品の広告など幅広く活用してくだ
さい。お待ちしています。


